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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の 
提出を求める公示 

 
令和６年１月５日 

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 
事務所⻑  出口 桂輔 

 
次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 
本案件は、「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針」（平成

２８年３月２２日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）に基づき、ワーク・ライフ・バ
ランスを推進する企業として関係法令（女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法、若者
雇用促進法）に基づく認定を受けた企業及びそれに準ずる企業を評価（認定企業等を加点）
する対象案件です。 

本案件は、契約⼿続き等について、⼀部を除き、上記荒川下流河川事務所⻑とは別の事務
所（関東地方整備局 東京国道事務所）において行う案件です。 
 
１．当該招請の主旨 

本件は、荒川下流河川事務所の既設の綾瀬排水機場主ポンプ設備他（以下「当該設備」
という。）の修繕工事に関する公示である。 

対象となる修繕工事は、設備の機能・性能に影響を及ぼす「分解整備や設備更新等の修
繕工事」とする。修繕工事とは、設備の「機能・性能」を「維持・回復（復旧）」させるた
めに行う工事であり、故障原因の追及・対処だけでなく、当該設備内の他の部分や同⼀設
備で不具合が発生する可能性の有無の検討や対策の立案等を含むものであり、単に部品交
換を行うだけのものではない。 

当該設備はその機能を発揮するために必要な「機能・性能」を定めた仕様書等に基づき
設計・開発・製作・据付したもので、修繕工事を行う際には高度で高い信頼性が求められ
るとともに、関連する各設備との調整を図りつつ工事を行わなければならず、当該設備に
関する高い技術力が必要不可欠である。 

よって、当該設備を修繕する必要が生じた際は、当該設備の工事に必要な技術を有して
いる法人等（以下「特定の法人等」という。）を契約の相⼿方とする契約⼿続きを行う予定
としているが、特定の法人等以外の者で下記の応募要件を満たし、当該設備の修繕工事を
希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を招請する公募を実施するも
のである。 

公募の結果、応募者がいない場合もしくは３．の応募要件を満たすと認められる者がい
ない場合にあっては、特定の法人等を修繕工事受注予定者とする。 
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なお、３．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定の法人等と
当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請し、企画競争方式で修繕工事
受注予定者を決定する。 

また、当事務所は当該設備に修繕の必要性が生じたときのみ、本公示の⼿続きによって
特定された修繕工事受注予定者と修繕工事に関する工事契約を結ぶこととし、修繕の必要
性が生じなかった場合は契約⼿続きを行わないこととする。ただし、本公示による⼿続き
後に当事務所が修繕工事を依頼できる期間は令和６年４月１日から令和７年３月３１日ま
でとする。 

 
２．施工概要 
（１）件  名  Ｒ６荒川下流河川事務所綾瀬排水機場主ポンプ設備他修繕 
（２）対象設備  別紙「説明書」参照 
（３）施工内容  荒川下流河川事務所の既設の綾瀬排水機場主ポンプ設備他について、別

途修繕工事の契約⼿続きを行った際、当該設備の修繕工事を行うこと。 
修繕工事の施工に際しては、故障原因の追及・対処だけでなく、当該設

備内の他の部分や同⼀設備で不具合が発生する可能性の有無の検討や対策
の立案等を行うこととする。 

 
３．応募要件 

参加意思確認書の提出者に対する要件は、以下の通りとする。 
（１）基本的要件 

① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に
該当しない者であること。 

② 関東地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和５・６年度機械設備工事に係
る⼀般競争（指名競争）参加資格の認定を受けている者であること（会社更生法（平成
１４年法律第１５４号）に基づき更生⼿続開始の申立てがなされている者⼜は⺠事再
生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生⼿続開始の申立てがなされている者
については、⼿続開始の決定後、関東地方整備局⻑（以下「局⻑」という。）が別に定
める⼿続きに基づく⼀般競争（指名競争）参加資格の再認定を受けていること。）。 

③ 会社更生法に基づき、更生⼿続開始の申立てがなされている者⼜は⺠事再生法に基
づき再生⼿続開始の申立てがなされている者（②の再認定を受けた者を除く。）でない
こと。 

④ 関東地方整備局⻑から指名停⽌を受けている期間中でないこと。 
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者⼜はこれに準ずるもの

として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で
ないこと。 

⑥ 説明書の交付を直接受けた者であること。 
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⑦ 参加意思確認書を提出しようとする者との間に、以下の基準のいずれかに該当する
関係がないこと。 
Ⅰ 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合 
（ア）子会社等（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号の２に規定する子会

社等をいう。（イ）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定する親会社
等をいう。（イ）において同じ。）の関係にある場合 

（イ）親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 
Ⅱ 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし（ア）については、会社等（会社法
施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第２条第３項第２号に規定する会社等を
いう。以下同じ。）の⼀方が⺠事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２条第４号
に規定する再生⼿続が存続中の会社等⼜は更生会社（会社更生法（平成１４年法律
第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

（ア）⼀方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のう
ち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている
場合 
ⅰ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 

イ 会社法第２条第１１号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査
等委員である取締役 

ロ 会社法第２条第１２号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 
ハ 会社法第２条第１５号に規定する社外取締役 
ニ 会社法第３４８条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている取締役 
ⅱ 会社法第４０２条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 
ⅲ 会社法第５７５条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社⼜は合同

会社をいう。）の社員（同法第５９０条第１項に規定する定款に別段の定めがあ
る場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。） 

ⅳ 組合の理事 
ⅴ その他業務を執行する者であってⅰからⅳまでに掲げる者に準ずる者 

（イ）⼀方の会社等の役員が、他方の会社等の⺠事再生法第６４条第２項⼜は会社更
生法第６７条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財人」という。）
を現に兼ねている場合 

（ウ）⼀方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 
（２）技術力に関する要件 

① 施設毎に検査・試験に関する自らの体制を証明できること。 
② 発注者からの修繕に関する問い合わせに対応できる体制が整っていること。 
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（３）実績に関する要件 
施設毎に、過去に元請けとして完成・引渡しが完了した同種・同規模の当該設備を「自

ら製作・据付」した実績を有すること（詳細は別紙「説明書」参照）。 
なお、「自ら製作・据付」とは、当該設備全体のシステム設計を行い、主要機器を現地

に据付し、試運転までを実施した場合とする。 
（４）工事施工体制について 

本⼿続きにおいては、対象となる修繕工事の内容が事前に確定しているものではない
ことから、配置予定技術者を応募要件に設定しないが、本⼿続きによる修繕工事の契約
時には当該設備に関する知識を有し、新設⼜は修繕工事に携わった経験を有する監理（主
任）技術者を配置するものとする。 

 
４．⼿続等 
（１）担当部局 

① 契約関係 
〒１０２−８３４０ 東京都千代⽥区九段南１−２−１ 
九段第３合同庁舎１６階 
国土交通省関東地方整備局 
東京国道事務所経理課 
電 話 ０３−３５１２−９０９１ 
電子メール ktr-toukoku-keiri@mlit.go.jp 

② 技術関係 
〒１１５−００４２ 東京都北区志茂５−４１−１ 
国土交通省関東地方整備局 
荒川下流河川事務所施設管理課 
電 話 ０３−３９０２−５６９６ 
電子メール ktr-arage-shisetu@mlit.go.jp 

（２）説明書の交付期間、場所及び方法 
① 説明書を上記（１）①の担当部局で交付する。 

交付期間は令和６年１月５日から令和６年１月２６日までの土曜日、日曜日及び休
日等（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条第１項に規定
する行政機関の休日））を除く毎日、９時１５分から１７時００分まで（最終日は１６
時まで）とする。また、郵送（着払い）による交付も行うので、上記（１）①に申し出
ること。この場合において、送料は希望者の負担とする。 

② 電子データでの様式の交付を希望する場合は、予め上記（１）①に事前連絡を行う
こと。 

（３）参加意思確認書の提出期限並びに提出場所及び方法 
提出期限： 令和６年１月２６日（金） １６時００分 
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提出場所： 上記（１）①に同じ。 
提出方法： 持参⼜は郵送（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）、若しくは

電子メールによる。 
なお、押印を省略する場合は、「責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を

参加意思確認書に必ず記載すること。 
 
５．その他 
（１）⼿続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 
（２）関連情報を入⼿するための照会窓口 

４．（１）に同じ。 
（３）当該応募者に対して企画競争による企画提案書の提出を要請する際の提出予定期限 

令和６年２月２０日（火） １８時００分 
（４）３．（１）②に掲げる競争参加資格の認定を受けていない場合も４．（３）により参加意

思確認書を提出することができるが、その者が企画提案書の提出者として選定された場
合に、企画提案書を提出するためには、企画提案書の提出期限の日において、当該資格
の認定を受けていなければならない。 

（５）本公示に対する応募の単位は、別紙「対象設備⼀覧表」の施設毎とし、⼀つの参加意思
確認書で複数の施設の修繕に応募することはできない。 

（６）詳細は説明書による。 


